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１ 検討事項 

電波利用環境委員会（以下「委員会」という。）は、電気通信技術審議会諮問第３

号「国際無線障害特別委員会（CISPR）の諸規格について」（昭和 63 年９月 26 日諮

問）のうち「CISPR上海会議 対処方針」について検討を行った。 

 

２ 委員会及び作業班の構成 

委員会及び CISPR各作業班の構成は別表１～７のとおりである。 

 

３ 検討経過 

(1) 第 14回 CISPR Ａ作業班（令和元年８月 26日） 

 

(2) 第 17回 CISPR Ｂ作業班（令和元年９月３日） 

 

(3) 第 19回 CISPR Ｆ作業班（令和元年８月 22日） 

 

(4) 第 10回 CISPR Ｈ作業班（令和元年９月６日） 

 

(5) 第 10回 CISPR Ｉ作業班（令和元年９月５日） 

 

 

４ 国際無線障害特別委員会（CISPR）について 

(1) 国際無線障害特別委員会（CISPR）について 

CISPR は、無線障害の原因となる各種機器からの不要電波（妨害波）に関し、

その許容値と測定法を国際的に合意することによって国際貿易を促進することを

目的として昭和９年に設立された組織であり、現在 IEC（国際電気標準会議）の

特別委員会である。電波監理機関、大学・研究機関、産業界、試験機関、放送・

通信事業者等からなる各国代表のほか、無線妨害の抑制に関心を持つ国際機関も

構成員となっている。現在、構成国は 41カ国（うち 18カ国はオブザーバ）（注）

である。 

CISPRにおいて策定された各規格は、以下のとおり国内規制に反映される。 

機器の種類 規制法令等 

高周波利用設備 電波法（型式制度・個別許可）【総務省】 

家電・照明機器 電気用品安全法（法定検査・自主確認）【経済産業

省】 

医療機器 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保

等に関する法律（承認・認証）【厚生労働省】 

マルチメディア機器 VCCI技術基準（自主規制）【VCCI 協会】 
（注）オーストラリア、ベルギー、カナダ、中国、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイ

ツ、アイルランド、イタリア、日本、韓国、オランダ、ノルウェー、ルーマニア、ロシア、南アフ

リカ、スウェーデン、スイス、タイ、英国、米国（オーストリア、ベラルーシ、ブラジル、ブルガ

リア、ギリシャ、ハンガリー、インド、イスラエル、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、

ポーランド、ポルトガル、セルビア、シンガポール、スロバキア、スペイン、ウクライナの 18 カ国

はオブザーバ） 

 

(2) 組織 

CISPR は、年１回開催される全体総会とその下に設置される６つの小委員会よ
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り構成される。さらに、全体総会の下には運営委員会が、各小委員会の下には作

業班（WG）及びアドホックグループ（AHG）等が設置されている。 

Ｂ小委員会及びＩ小委員会の幹事国は我が国が務めており、また、運営委員会

のメンバに我が国の専門家も加わるなど、CISPR 運営において我が国は主要な役

割を担っている。 

 

ア Ｂ小委員会及びＩ小委員会の幹事 

小委員会名 幹事及び幹事補 

Ｂ小委員会 
幹事 

(Secretary) 

尾崎 覚 

(富士電機(株)) 

Ｉ小委員会 

幹事 

(Secretary) 

堀 和行 

(ソニー(株)) 

技術幹事(Technical Secretary) 雨宮 不二雄 

((一財)VCCI協会) 

イ 運営委員会への参加 

委員会名 エキスパート 

運営委員会 
雨宮不二雄((一財)VCCI協会) 

久保田文人((一財)テレコムエンジニアリングセンター) 

 

５ CISPR 上海会議の開催概要等 

(1) 開催概要 

本年度の CISPR全体総会は、令和元年 10月 14日から 25日までの間、上海（中

国）において開催される予定である。 

我が国からは、総務省、各研究機関、各大学、各試験機関及び各工業会等から

４５名が参加する予定である。 

(2) 基本的な対処方針 

本年度の審議に際しては、無線通信に対する各電気製品の妨害波の影響を総合

的に勘案し、また我が国の利益と国際協調を考慮して、大局的に対処することと

する。また、主な事項については、基本的に次項６から８に示す対処方針に従う

こととするが、審議の状況に応じて、代表団長の指示に従い適宜対処する。  

総会 

運営委員会 
日本も参加 

Ａ小委員会 測定法・測定装置     幹事国：米国 

Ｂ小委員会 ISM機器・電力設備    幹事国：日本 

Ｄ小委員会 自動車          幹事国：ドイツ 

Ｆ小委員会 家庭用電気機器・照明器具 幹事国：オランダ 

Ｈ小委員会 無線局の保護       幹事国：韓国 

Ｉ小委員会 マルチメディア機器    幹事国：日本 
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６ 重点審議事項（ワイヤレス電力伝送システム（WPT）の検討） 

近年、電気自動車等（EV）、マルチメディア機器、家庭用電気機器等を簡便に充電

する手段として、WPTが注目されており、実用化や国際標準化に向けた取組が活発化

している。国内では、平成 28 年に WPT の円滑な導入に向けた所要の国内制度整備が

行われたところである。 

CISPR においては、WPT に係る我が国の技術を国際標準に戦略的に反映させるとと

もに WPT から発せられる漏えい電波が既存の無線設備に妨害を与えることのないよ

う、我が国は平成 24 年に WPT に係る CISPR 規格の検討を提案し、検討のために設立

されたアドホックグループにおいてリーダを務めるなど、審議を主導してきた。 

現在、Ｂ小委員会（EV 用及び WPTAAD）、Ｆ小委員会（家庭用電気機器用の誘導式

電力伝送機器（IPT））及びＩ小委員会（マルチメディア機器用 WPT）において、それ

ぞれ検討が行われている。 

 

(1) Ｂ小委員会 

（ISM（工業・科学・医療）機器、電力線及び電気鉄道等からの妨害波に関す

る規格を策定） 

ア 審議状況 

アドホックグループのリーダを我が国のエキスパートが務め、IEC TC69（電

気自動車）と連携しつつ、EV 用 WPT について、CISPR 11「工業、科学、医療用

装置からの妨害波の許容値と測定法」の改定について検討を行っている。 

平成 28年４月のシンシナティ中間会議において、CISPR 11に WPTの許容値及

び測定法を追加する委員会原案（CD）の骨子案について合意し、我が国の国内

制度と整合する許容値及び測定法が盛り込まれた。 

しかし、同年 10～11 月の CISPR 杭州会議において、独・米等より、多様な製

品を許容できるよう、住宅環境に適するクラスＢの WPT の妨害波許容値を、原

案の 67.8dBµA/m から 15dB 緩和した 82.8dBµA/mに修正すべきとの主張があった。

これに対して、我が国は、共用検討等の技術的根拠なしには緩和は受け入れら

れないと主張し、意見は対立し、合意に至らなかった。そのため、各国に対し

てコメント用審議文書(DC)が回付され、その結果は、８カ国が原案許容値を支

持、４カ国（提出期限後にコメントが届いた国を含めると５カ国）が緩和許容

値を支持、13カ国は立場を明示せずというものであった。 

平成 29 年５月のテジョン中間会議において、上記 DC 文書の結果を受け、無

線保護（電波時計、鉄道無線、自動車盗難防止システム等）及び技術的な実現

可能性の観点を踏まえ議論を行った結果、WPT の出力によって異なる許容値を

適用する内容とした投票用委員会原案（CDV）が発行されることとなった。同年

９月、この CDV 文書が発行・回付されたが、各国の投票結果は、Ｐメンバ国の

有効投票数 18 のうち賛成９対反対９、すべての有効投票数 27 のうち反対 11 で

否決された。 

平成 30 年１月のインゴルシュタット中間会議において、投票結果と各国から

の多数のコメントの評価を行い、次のステップが審議された。その結果、多く

の見直しを行うため再度、CD 文書を発行することとした。主な見直し点は、

(1)WPT 用の候補周波数の記述方法の変更、(2)EV 用 WPT 充電器の電源ユニット

から１次コイルへの接続ケーブルへのコモンモードの許容値と測定法の追加、

(3)出力１kW 以下の応用例を記述、(4)９-150kHz の許容値について、距離 10ｍ

以内に感度の高い装置がある場合とない場合の区分を脚注で行っている点の改
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正、(5)150kHz-30MHzの許容値の決定方法に関して、①CISPR TR16-4-4（無線保

護のための許容値設定モデルの技術報告書）の手法により妨害の確率から許容

値を決定する方法、②WPT の送電周波数をチャネル化して高調波が無線通信へ

の妨害となる場合を避ける手法、③既存の許容値をそのまま変更しない案、の

３つの選択肢を提示し各国の選択を求めること等である。これらの見直し点ご

とにドラフティングの小グループを設置し、それらをとりまとめた CD 文書

(CIS/B/710/CD)が８月に発行され、各国に回付された。この CD 文書では、79-

90kHz におけるクラスＢ許容値は、脚注を削除して、㋐１kW＜出力≦7.7kW：原

案許容値(67.8dBµA/m)、㋑7.7kW＜出力：緩和された許容値(82.8dBµA/m)、㋒出

力≦１kW：厳しくした許容値(52.8dBµA/m)、とされている。 

平成 30 年 CISPR 釜山会議において委員会原案(CD)文書に対する各国コメント

が審議され、79-90kHz におけるクラスＢ放射磁界許容値は①出力 1kW 以下：

52.8dBµA/m及び②出力 1kW 超：67.8dBµA/m の 2 クラスに整理し、②に脚注を付

し、3.6kW 超では 15dB の緩和が許されるがその場合には近傍の無線システムを

妨害する可能性があるとの注意書きを付けることとした。一方、(1)EV用 WPT充

電器の電源ユニットから１次コイルへの接続ケーブルへのコモンモードの許容

値と測定法、及び(2)150kHz-30MHz の許容値の決定方法に関しては合意するこ

とができず、それぞれタスクグループを設置し、中間会議で報告を受け決定す

ることとした。 

平成 31 年 4 月のヴェルス中間会議では、タスクグループの報告をもとに議論

を行い以下の結論とした。(1)コモンモード測定に関しては、接続ケーブルは

EUT の内部ユニット間の結線であって、「ポート」と定義できないこと、インピ

ーダンスを 150Ωに合わせるために EUTの設置高を放射測定時と変更しなければ

ならないなど問題点が多く、取り下げることとした。代わりに、30MHz 以下の

電界測定を磁界測定の補足として追加することを合意した。(2) 150kHz-30MHz

の許容値について、CISPR 無線システムデータベースのパラメータを使って

CISPR TR 16-4-4の評価を行うと、長波/中波の音声放送は現行クラス B許容値

より概算で 10dB 程度高い許容値でよいとの結果となる一方、短波帯のアマチュ

ア無線は現行許容値より下に来ることから、MHz 帯の許容値を下げる要求があ

った。議論では、100kHz 以下で動作する WPT では高調波が問題となる周波数領

域はおよそ 4MHz 以下であることを共通認識とした。また、アクティブループア

ンテナのノイズフロアーが測定下限を制約することが指摘された。4MHz 以上の

周波数ではおよそ-20dBμA/m がノイズフロアーである。これらを勘案した許容

値案として、150kHz から 5.6MHz までは従来のクラス B と同じ、5.6MHz から

30MHz までは-10dBuA/m 一定とする妥協を図りこれを CDV として回付することに

ついて多数の支持を得た。5.6MHz から 30MHz の新許容値は、現行クラス B より

最大 10dB厳しいものとなる。この議論の経緯を informative Annexに記述する

こととした。 

 

一方、EV用 WPTとは別に、平成 29年 10月の第１作業班（WG1）ウラジオスト

ク会議において米国から、10ｍ程度までの離隔にて電力伝送が可能な方式の

WPTを「WPTAAD(WPT At A Distance)」として CISPR 11の対象として明示的に含

めるため、「無線周波エネルギーを局所的に使用するもの」と規定されている

ISM 機器の定義を拡張する等の修正意見があり、DC 文書を発行し、意見照会を

行うとの提案があった。CISPR 11 第６版では電磁誘導・電磁界結合型 WPT は明
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示的に含まれるが、マイクロ波無線技術によるビーム型 WPT を含むとは規定さ

れていない。我が国エキスパートからは ISM 機器の定義は国際電気通信連合

（ITU）の定義を参照しており、修正を加えた場合不整合が生じる懸念を指摘し

た。そして、平成 30 年２月、各国の意見を聞くため DC 文書が回付され、その

結果、支持５か国、反対は日本を含む４か国となった。釜山会議ではＢ小委員

会にて、日本は無線通信と共通の原理を使用しているため、WPTAAD と無線通信

を区別するのは難しいという懸念を表明した。オランダ、オーストラリアから

Wi-Fi 始め多くの既存無線システムとの共存が困難であるとの意見が出された。

このため議長は WG1 において米国を中心にタスクフォースを設置し作業文書の

作成を指示した。これには①915MHz 帯域の処理方法、②ISM 応用に焦点を、③

既存の無線サービス及び Wi-Fi などの短距離無線通信機器(SRD)との共存を評価、

④他の小委員会と協力、⑤相互変調/相互変調の影響の考慮を含む。 

 

イ 対処方針 

EV 用 WPT に対しては、今回第４アドホックグループが開催されないが、ITU-

R SG1において EV用 WPTの利用周波数帯に関して勧告 ITU-R SM.2110-0の改正

が合意し郵便投票手続きが令和元年 10 月 20 日締め切りで進行中であることを

踏まえ、ITU-R 勧告との整合に努めること、また、我が国の高周波利用設備の

技術基準との整合を維持し、次の文書審議に適切に反映されるよう対応する。 

加えて、WPTAAD については、我が国では平成 30 年８月に電波有効利用成長

戦略懇談会報告書において「基本的には、無線設備として規律していくことが

適当と考えられる」とされ、情報通信審議会情報通信技術分科会にて無線設備

としての技術的条件が審議中であることを踏まえ、CISPR 11の対象範囲に組み

入れるべきでないとの立場を維持しつつ作業文書の作成にエキスパートとして

参加する。 

 

(2) Ｆ小委員会 

(3) Ｉ小委員会 
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７ 総会対処方針 

総会では、複数の小委員会に関連する事項について報告及び審議が行われている。

主な議題の対処方針は以下のとおり。 

(1) ワイヤレス電力伝送システム 

総会においては、各小委員会における検討状況の報告や、各小委員会間の連携

等の WPT 全体に関する報告が行われる予定である。報告内容や議論の動向等を注

視し、我が国の今までの提案に沿うよう対処する。また、ITU-R から CISPR への

リエゾンを受けて対応が議論される予定である。これには、CISPR と ITU-R の利

用周波数等の調和が図られ、適切に無線保護が図られるよう対処する。 

 

(2) ロボットに関する規格 

IoT、AI 技術等の進展に呼応して生産、医療、公共サービ等々の様々な分野に

ロボット技術が導入されてきており、IEC では TC59、TC61、TC62、TC116 等で各

種ロボット技術の標準化が進められている。しかしながら、これらの TC では電

磁両立性（EMC）に関する要求条件が考慮されておらず、ISO/IECより CISPRがロ

ボットの EMC に関する許容値と測定法を標準化するよう要望されている状況と言

われている。この要望に応えるため、CISPR 運営委員会に第３アドホックグルー

プ（S/AHG3）が設置され、我が国のメンバも参加して「ロボットの EMC に関する

ガイダンス文書（案）」が作成された。 

釜山会議では、この案の概要が紹介され、各国に意見照会するための文書とし

て適切となるよう、審議される予定である。 

本件については、ロボットは日進月歩の激しい分野であるため、今後新たに考

慮すべきロボットの抽出と分類、EMC 測定・試験を行うに当たっての全般的な要

求条件及び特定の要求条件、適用すべき許容値（クラス分けを含む）についての

検討を引き続き S/AHG3 で行っていくべきであること並びに EMC 測定・試験にお

いてはロボットのアーム、車輪等が通常動作している状態の最大エミッション、

最小イミュニティの評価が必要かつ重要であることを提言する。 

 

(3) 無線機能を持った製品 

無線機能を持った機器が CISPR 規格の対象であることなどを明示すべきとの提

案がされたことから、運営委員会で議論されるとともに、平成 30 年１月に DC 文

書（CISPR/1396/DC）が各国に回付され、コメントされた。これらに基づき、

CISPR 規格の適用範囲に共通的に記述する「無線機能を持った機器」の記載案が

提案され議論される予定である。提案では、既存の CISPR 規格について次のア～

オの状況が紹介され、今後の方向性が議論される予定である。 

ア  CISPR 11、CISPR 12、CISPR 25では無線機能を持った製品の記述は存在し

ない。 

イ  CISPR 14-1、CISPR 15、CISPR 32では同一の文章が使用されている。 

ウ  現在記載が存在しない CISPR 11、12、25が、CISPR 14-1、15、32と同一の

文章を採用すればエミッションについては共通化される。 

エ  CISPR 35 では放送受信機能に対する要求が必要であり、現在の記載の変更

には慎重であるが、I 小委員会では、例えば“MME with or without radio 

functionality is within the scope of this document.”のような記載案を

検討中である。 

オ  CISPR 14-2では、CISPR/F/740/CDで CISPR 35とは逆に無線インタフェース
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を対象外とする案が提案されている。 

本件に対しては、エミッションについては、現在、記述が存在しない CISPR 11、

12、25 が、CISPR 14-1、15、32 と共通の記載を採用すれば、エミッションに関

する全ての CISPR 規格が共通化されるため、基本的に賛成の態度で臨むこととし

たい。 

ただし、記載案の「ITU で定義された意図放射（基本波）と、この意図放射に

関連するいかなるスプリアスを対象外とする」との記述については、「装置の無

線送信機能が動作した場合の基本波及びスプリアスと、装置が本来有しているエ

ミッションとの相互変調、混変調等による干渉で発生するエミッションは本規格

の対象である。」旨を明記（追加）すること、混乱を招かない適切な表現とすべ

きであること及び「ITU が管理していない無線機能による放射の扱いについて継

続して検討していく必要がある。」ことをコメントする。 

イミュニティについては、今後、無線機能部の電源を ON/OFF できない製品が

多数市場に登場することが予想されるため、CISPR 35の考え方を採用し、無線受

信機能で使用している周波数帯域については適用除外とすることに統一すること

をコメントする。 

 

(4) 装置数の増加 

現在の CISPRの許容値は数十年に渡って運用されてきており、十分の許容値で

あるとの見解を示す意見がある一方において、IoT や 5G等の本格導入に伴い、

現在の CISPR許容値が将来とも十分な許容値であるのかについて疑問視する意見

も存在するため、CISPRは今後本件の検討を行う必要があるのではないかとの合

意を得るに至っている。 

本件に対しては、「CISPRの許容値は隣家より到来するエミッションに対する

無線保護を目的に定められており、自家に存在する機器からのエミッションに対

する保護を目的としたものではない」、「機器の使用者は自家の機器からのエミ

ッションについては対策できるが、隣家の機器からのエミッションについては如

何ともしがたい」「CISPR は、今後、隣家への影響を議論するのか、それとも、

今後は自家内への影響についても議論するのか、ゴールとして何を目指そうとし

ているのか曖昧である」との意見が出されている。また、「CISPRが本件を追求

していけば、いずれは課題が明確になると考えられるが、現時点で CISPRが各国

に対し数の増加に伴うデータの報告を求めたとしても、本件に関する僅かの経験

者からの報告が提出されるとは思うが、多数の未経験者からは何も得られないの

ではないか」との懸念も示されている。 

今回の総会では、これまでの運営委員会での審議状況が紹介され、各国に対し

意見の表明が求められるものと考えられるが、我が国は、次の２点をコメントす

る。 

ア  エミッション発生源である機器の数の増加に伴うエミッション特性（増加）

のデータ収集等を十分に行い、既存規格の見直しを行うべきか否かの判断材

料及び今後の検討材料を蓄積すべきである。 

イ  これまでの妨害源が１つ、被妨害機器が１つという、1 対 1 の妨害モデルの

見直し（N 対１）に着手するのであれば、妨害源の数量、距離分布等の現在の

CISPR 16-4-4 に新たに追加すべき要因の抽出・整理から始める必要があり、

各小委員会横断的な特別なタスクフォースを設立して検討する必要がある。 
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８ 各小委員会における審議状況と対処方針 

(1) Ａ小委員会 

 

(2) Ｂ小委員会 

（ISM（工業・科学・医療）機器、電力線及び電気鉄道等からの妨害波に関す

る規格を策定） 

 

Ｂ小委員会では、ISM（工業・科学・医療）機器並びに他の重電産業機器、架

空送電線、高電圧機器及び電気鉄道からの無線周波妨害波の抑制に関する許容値

及び測定法の国際規格の制定・改定を行っている。Ｂ小委員会には、これまで第

１作業班（WG1）及び第２作業班（WG2）の２つの作業班が設置されており、WG1

は、ISM 機器からの無線周波妨害波、WG2 は、電気鉄道を含む高電圧架空送電線、

高電圧の交流変電所及び直流変換所等からの無線周波妨害波を担当している。本

年より WG1から分離して第７作業班（WG7）ISM機器の設置場所測定方法及び大型

大電力機器の測定方法が組織される。 

現在の主な議題は、CISPR 11「工業、科学、医療用装置からの妨害波の許容値

と測定法」の改定、技術報告書 CISPR TR18「架空電力線、高電圧装置の妨害波特

性」の改定に関する議論である。それぞれの審議状況及び対処方針は以下のとお

り。 

 

ア CISPR 11「工業、科学、医療用装置からの妨害波の許容値と測定法」の改定 

(ｱ) 審議状況 

平成 31 年１月に半導体電力変換装置（SPC）及び 1-18GHz における測定の

再現性を向上する規定を追加した CISPR 11 第 6.2 版が発行されている。現

在の主な検討事項は以下のとおり。 

A 電気自動車用ワイヤレス電力伝送システム（WPT） 

「６ 重点審議事項（ワイヤレス電力伝送システム（WPT）の検討）」に

おいて記載。 

 

B CISPR 11の全般的な改定 

平成 29 年、各国に対して、CISPR 11 の改定作業項目の意見照会が行わ

れ、電源ポート以外の通信ポートの伝導妨害波に関する要件の追加や、DC

電源ポートの伝導妨害波の測定法の代替測定法の検討等が挙げられた。こ

れらの事項について、CISPR 11 の全般改定の審議が開始された。 

 

① DC電源ポート及び DC電源供給ポート 

CISPR 11 には AC 電源ポートと DC 電源ポートの要件が含まれているが、

近年、公共 DC 電源ネットワークが出現し、これに接続するのに使用するポ

ートとして「DC power supply port」に関する要件を導入することが提案

されている。CISPR/Steeringより全規格に対して DC電源供給ポートへの対

応が要請されていることを受け、平成 31 年４月に開催した WG1 中間会議で

は最初のステップとして、影響を受ける機器および電源ネットワークに関

する詳細情報を取得し、続いて次のステップを議論することを決定した。 

これに基づき CISPR/B/725/DC文書が回付されているところである。 
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② 1GHzを超える放射エミッションの要件 

グループ２装置に対しては 18GHz までの放射要件が規定されているがグ

ループ１装置は現在、放射許容値の上限が 1GHzである。これについて 1GHz

を超える許容値が必要との意見があって、各国の意見を CISPR/B/726/DC文

書を回付して照会中である。 

 

このほか、WG1 において、AC 及び DC 電源ポート以外のポートに関する要

件、伝導エミッション測定法及び許容値、Annexes の見直し、定義の見直し

等が検討されている。 

 

(ｲ) 対処方針 

A 電気自動車用ワイヤレス電力伝送システム（WPT） 

「６ 重点審議事項（ワイヤレス電力伝送システム（WPT）の検討）」に

おいて記載。 

B CISPR 11の全般的な改定 

DC 電源ポート及び DC 電源供給ポート及び 1GHz を超える放射エミッショ

ンの要件については、それぞれのコメント用審議文書（DC）文書に呈して

我が国から提出した意見が反映されるように対処する。 

またこれ以外のメンテナンス項目については議題案（CISPR/B/723/DA）

に記載がないが、WG1 にて審議があった場合には検討の進展を確認し、対

処する。 

 

C CISPR28の将来の位置づけ 

CISPR/B/724/DC 文書に対する我が国が提出した意見が反映するように対

処する。 

 

イ 技術報告書 CISPR TR18「架空電力線、高電圧装置の妨害波特性」の改定 

(ｱ) 審議状況 

平成 29 年に、我が国が主張してきた上限周波数の拡大に加え、最新の直

流送電技術に関する記載の追加等を盛り込んだ CISPR TR18 第３版が発行さ

れた。その後、平成 30 年 CISPR 釜山会議において、「架空送電線下における

電界/磁界の関係性に関する実証試験」及び「1000kV 送電線における無線障

害」が次期改訂に向けた新たな作業項目として決定し、審議が開始されるこ

ととなった。 

 

(ｲ) 対処方針 

「架空送電線下における電界/磁界の関係性に関する実証試験」については、

プロジェクト内で実施予定のラウンドロビンテストの結果等が、我が国にと

っても有益な情報となる見込みである。また、「1000kV 送電線における無線

障害」については、我が国に対象設備があるわけではないが、測定法や基準

値に関する情報は有益であり、従来からも審議に協力することを表明してい

る。そのため、本会議においては、積極的に審議に参加する方針で対応する。 

 

ウ WG7（ISM機器の設置場所測定法及び大型で大容量大電力装置の測定法） 

(ｱ) 審議状況 
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平成 28 年 CISPR 杭州会議において、中国の医療機器メーカー（シュネデ

ール）より、CISPR 11で規定する設置場所測定の規定内容が放射エミッショ

ンのみと不十分であり、また、試験条件について現実的ではないとの理由か

ら CISPR 11 の改定要望があった。一方韓国より、バス用 WPT のエミッショ

ン試験が試験場測定では不可能であることから設置場所測定の改定要望があ

った。また太陽光発電装置製品委員会 TC82 から設置場所測定に関連し、大

型大容量（大電力）機器の測定方法整備の要望があった。これらの要望を受

けコメント用審議文書(DC)が発行され、設置場所測定及び大型大容量（大電

力）装置測定に関するCISPR 11改定要望について各国意見照会が行われた。

平成 29 年 CISPR ウラジオストック会議ではコメント用審議文書(DC)に対す

る各国意見の確認が行われ、アドホックグループ(AHG)の設立、CISPR/B議長

からの改定作業の進め方の提案などが合意され AHG の業務規程を記載した意

見照会文書を発行することが合意された。 

平成 30 年５月上海にて第１回アドホックグループ（AHG5 及び AHG6）が開

催され、設置場所試験法（AHG5担当）及び大型で大容量（大電力）装置の測

定法（AHG6担当）に関する新たな標準規格案策定が開始された。 

平成 30 年 CISPR 釜山会議にて第２回アドホックグループ（AHG5 及び AHG6）

が開催され、新たな規格草案を 12 月までに策定し、NP に添付して各国へ意

見照会し平成 31 年４月までに集約した上で、次回会合（同５月）にて各国

意見を取り入れて草案を修正・追加することとなった。 

平成 31 年５月の大田会合では、新規作業項目提案（NP）の作業規格草案

（WD）への各国意見を取り入れ修正・追加することとなった。 

 

(ｲ)  対処方針 

我が国の電波監理上重要であること及び近年のパワエレ産業の発展に伴う

重要課題の一つであることから積極的に参画する。両アドホックグループの

スコープを明確にし、無線保護の観点から、既存標準規格との整合を図りな

がら、新たな製品群規格として新作業項目提案（NWIP）を実施する。 

設置場所試験法については、近傍距離測定による妨害波許容値の換算等、

適切に妨害波を評価できるよう積極的に対処する。 

Defined siteという新たな考え方については、既存規格との整合性や技術

的課題を指摘するなど、慎重に対応する。国際規格（IS）発行の目標年に向

けた、具体的計画策定を確認し、十分な時間が確保されるよう対処する。 

 

 

(3) Ｆ小委員会 

(4) Ｈ小委員会 

(5) Ｉ小委員会 
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９ 検討結果 

電気通信技術審議会諮問第３号「国際無線障害特別委員会（CISPR）の諸規格につ

いて」のうち「CISPR 釜山会議 対処方針」について、別添のとおり答申（案）を取

りまとめた。 

 

 

 

別添 
 

 

諮問第３号 

「国際無線障害特別委員会（CISPR）の諸規格について」（昭和 63年９月 26日諮問）

のうち「CISPR釜山会議 対処方針」（案） 

 

１ 基本的な対処方針 

無線通信に対する各電気製品の妨害波の影響を総合的に勘案し、また我が国の利

益と国際協調を考慮して、大局的に対処することとする。また、主な事項について

は、基本的に次項２から４に示す対処方針に従うこととするが、審議の状況に応じ

て、代表団長の指示に従い適宜対処する。 

 

２ 重点審議事項（ワイヤレス電力伝送システム（WPT）の検討） 

＜６における対処方針部分のみ記載＞ 

 

３ 総会対処方針 

＜７における対処方針の結論部分のみ記載＞ 

 

４ 各小委員会における対処方針 

(1) Ａ小委員会 

＜８における対処方針部分のみ記載＞ 

(2) Ｂ小委員会 

＜８における対処方針部分のみ記載＞ 

(3) Ｆ小委員会 

＜８における対処方針部分のみ記載＞ 

(4) Ｈ小委員会 

＜８における対処方針部分のみ記載＞ 

(5) Ｉ小委員会 

＜８における対処方針部分のみ記載＞ 

 

 


